
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条の２第１１項の規定に基づき，平成１６年１月１３日付けで認可

した南里町内会について変更の届出があったため，同条第１０項の規定により次のとおり

告示します。 

  令和４年６月６日 

京都市長 門川 大作   

 変更があった事項及びその内容 

 １ 区域 

変更前 変更後 

京都市伏見区（以下省略）醍醐南里町３３

番地，３３番地の１，３６番地の６，３６

番地の８，３７番地の１，３７番地の２，

３８番地，３９番地，３９番地の１，４０

番地，４１番地の２，４１番地の３，４２

番地，４３番地，４４番地の１～９，４５

番地，４５番地の１，４５番地の３～８，

４６番地の１，４６番地の２，４７番地の

１，４７番地の２，４８番地，４９番地の

１，５０番地の１，５０番地の２，５１番

地の１，５１番地の９～１５番地，５２番

地，５２番地の５，５２番地の５５，５２

番地の６４，５２番地の７７及び５２番地

の７９，醍醐構口町１番地の１～３，２番

地の１，２番地の２，３番地，４番地の１

～１８，５番地～７番地，８番地の１～７，

９番地，１０番地，１１番地の１，１１番

地の２，１２番地，１３番地，１４番地の

１，１４番地の２，１５番地，１５番地の

１～３，１６番地の１，１６番地の３～６，

１７番地，１７番地の１，２２番地，２２ 

京都市伏見区（以下省略）醍醐南里町３３

番地，３３番地１，３６番地６，３６番地

８，３６番地９，３７番地１，３７番地２， 

３８番地，３９番地１，３９番地５～７，

４０番地，４１番地３，４２番地１～５，

４３番地２，４４番地１～９，４５番地，

４５番地１，４５番地３～８，４６番地１，

４６番地２，４７番地１，４７番地２，４

８番地，４９番地１，５０番地１～３，５

１番地１，５１番地９～１５，５２番地，

５２番地５，５２番地５５，５２番地６４，

５２番地７７及び５２番地７９～８１，醍

醐構口町１番地１～３，２番地１～２，３

番地，４番地１～１８，５番地～７番地，

８番地１～７，９番地，１０番地，１１番

地１，１１番地２，１２番地，１３番地，

１４番地１，１４番地２，１５番地，１５

番地１～３，１６番地１，１６番地３～６，

１７番地，１７番地１，２２番地，２２番

地１及び２２番地２，醍醐槇ノ内町１番

地，１番地１，２番地，２番地１～４，２ 

１７５

　　　１　区域     



番地の１及び２２番地の２，醍醐槇ノ内町

１番地，１番地の１，２番地，２番地の１

～４，３番地，５番地～８番地，８番地の

１～５，８番地の７，９番地の１～５，１

０番地の１，１０番地の２，１１番地，１

２番地，１２番地の１，１２番地の３，１

３番地～１５番地，１５番地の２，１６番

地の１，１６番地の２，１７番地の１～６，

１８番地，１８番地の４，１８番地の５，

１８番地の３６～３９，１９番地，１９番

地の１～４，２０番地の１，２４番地，２

５番地の１，２５番地の２，２６番地，２

６番地の１，３１番地の１～１１，３２番

地～３４番地，４２番地の１，４２番地の

２，４２番地の６，４２番地の７，４３番

地～４５番地，４５番地の１，４５番地の

２，４６番地，４７番地，４８番地の１，

４８番地の２，４８番地の４，４８番地の

５，４９番地の１，４９番地の２，４９番

地の５～８，５０番地の１～３，５１番地

の１～５，７５番地，１００番地の１，１

０７番地の１～３，１０８番地，１０９番

地の２，１１０番地の１及び１１１番地，

醍醐柏森町１番地，２番地の１～５，３番

地～５番地，５番地の２～５，６番地の１

～３，７番地の１及び７番地の３，醍醐岸

ノ上町１番地，２番地の２，２番地の５，

２番地の８，２番地の９，２番地の１１，

２番地の１２，２番地の１４，２番地の１

５及び７番地の１，醍醐一言寺裏町１番 

番地５～９，３番地，５番地～８番地，８

番地１～４，８番地７，９番地１～５，１

０番地１，１０番地２，１１番地，１２番

地，１２番地１，１２番地３，１３番地，

１４番地，１５番地１～３，１６番地１，

１６番地２，１７番地１～６，１８番地４，

１８番地５，１８番地３６～３９，１９番

地，１９番地１～４，２０番地１，２４番

地，２５番地１，２５番地２，２６番地，

２６番地１，３１番地１～１１，３２番地

～３４番地，４２番地１，４２番地２，４

２番地６，４２番地７，４３番地～４５番

地，４５番地１，４５番地３，４６番地，

４８番地１，４８番地２，４８番地４，４

８番地５，４９番地１，４９番地２，４９

番地５～８，５０番地１～３，５１番地１

～５，１００番地１，１０７番地１～３，

１０８番地，１０９番地２，１１０番地１，

１１１番地及び１２２番地，醍醐柏森町１

番地，２番地１～５，３番地１，３番地２，

５番地，５番地２～５，６番地１～３，７

番地１及び７番地３，醍醐岸ノ上町１番

地，２番地２，２番地５，２番地８，２番

地９，２番地１１，２番地１２，２番地１

４及び２番地１５，醍醐一言寺裏町１番

地，２番地，５番地及び２１番地の区域 



地，２番地，５番地及び２１番地，醍醐御

園尾町４０番地の１及び４０番地の５並

びに醍醐多近田町２２番地の３，２２番地

の４，２２番地の６，２３番地の１及び２

３番地の３～５の区域  

 

 

 ２ 代表者 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 永濱 章夫  伊藤 誠悟  

代表者の住所 
京都市伏見区醍醐槇ノ内町４

９番地５  

京都市伏見区醍醐南里町５２

番地７７  

（文化市民局地域自治推進室） 

　　　２　代表者     


